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門真市保健福祉センター内障害者福祉センター 

指定管理者の指定について 

 

⑴ 選定結果 

 ① 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

  門真市保健福祉センター内障害者福祉センター 

② 指定管理者となる団体 

  株式会社 オールケアライフ 

③ 指定する期間 

  令和６年４月１日から 令和11年３月31日までの５年間 

   

⑵ 募集状況 

募集要項配布期間 令和５年６月26日（月）～７月10日（月） 

現地説明会日程及

び参加団体数 
令和５年７月28日（金） １団体 

申請受付期間及び

申請団体数 

令和５年８月21日（月）～８月28日（月） １団体 

※申請団体名 

株式会社 オールケアライフ 

 

⑶ 選定委員会 

  ① 選定委員会委員構成 

委員区分 職 名 氏 名 

委 員 長 大阪公立大学大学院 生活科学研究科 教授 岡田 進一 

副委員長 門真市社会福祉協議会 事務局長  市原 昌亮 

委  員 公認会計士  西村 智子 

委  員 大阪府立守口支援学校 校長 青木 康子 

委  員 門真市保健福祉部長  吉井 義輝 
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② 選定委員会開催日と主な内容 

    第１回 令和５年９月27日（水） 

１ 委員長・副委員長の選出  

２ 諮問 

３ 会議の公開・非公開について 

４ 会議録について 

５ 募集要項等について 

６ 会議の進め方について 

７ 審査基準について 

８ 第１次審査（書類審査） 

９ 審査結果報告 

10 今後の予定について  

 

第２回 令和５年10月16日（月） 

１ 会議の進め方及び審査基準について 

２ 第２次審査（プレゼンテーション審査）及び質疑応答による審査 

３ 審査結果報告 

４ 総合評価 

５ 指定管理者候補者の決定 
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⑷ 審査基準 

  ① 第１次審査 

 選定基準  評価項目 配点 

１ 

利用者の平等な利

用が確保されるも

のとなっているか  

管理運営方針  

30点 平等な利用を図るための具体的手法及び

期待される効果  

２ 

当該公の施設の効

用を最大限に発揮

させるものである

か 

利用者の増加を図るための具体的手法及

び期待される効果  

30点 
サービスの向上を図るための具体的手法

及び期待される効果  

施設の維持管理の内容、適格性及び実現

の可能性 

３ 

管理運営を安定し

て行う物的能力及

び人的能力を有し

ているか  

安定的な運営が可能となる財政的基盤  

10点 収支計画の内容、適格性及び実現の可能

性 

安定的な運営が可能となる人的能力  
15点 

類似施設の管理運営実績  

４ 

個人情報保護に関

して適正な管理が

図られているか  

個人情報の保護及び情報公開を適切に行

える体制 
５点 

５ 
その他管理に際し

て必要な事項  
社会的要請に応えた体制・活動内容  10点 

合 計 100点 
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② 第２次審査 

 審 査 項 目 配 点 

１ 障がい児（者）の支援策について 10点 

２ 障がい者の就労雇用について 10点 

３ 利用者の安全・安心に対する取組について  10点 

４ 送迎サービス等における交通安全対策について  10点 

５ 障害者虐待防止法に係る取組について  10点 

６ 指定管理者としての総合的な評価について  20点 

合 計 70点 

 

⑸ 審査結果及び選定結果        

  ① 第１次審査結果 

申請団体から提出された申請書類に対して書類審査を行った。 

順位 団 体 名 得点（500点満点） 

１ 株式会社 オールケアライフ 
349点 

（第１次審査通過） 

   

② 第２次審査結果 

 第１次審査を通過した団体に対してプレゼンテーション審査を行った。 

 ※委員１名欠席 

順位 団 体 名 得点（280点満点） 

１ 株式会社 オールケアライフ 228点 

 

③ 第１次審査結果及び第２次審査結果の総合得点 

順位 団 体 名 得点（780点満点） 

１ 株式会社 オールケアライフ 577点 

 

 

 



 5 

④ 指定管理者の候補者 

書類審査、プレゼンテーション審査及び質疑応答による審査結果を踏まえ、

各委員の慎重な協議のもと、事業の安定性、実績、財務的な安定など、総合

的に判断した結果、次のとおり指定管理者の候補者を選定した。 

 

指定管理者の候補者 株式会社 オールケアライフ 

 

⑹ 指定管理料の額 

  なし（国が定めたサービスを提供した際の報酬を収入とすることができるた

め。） 

 

 


